
上級ＪＣ研修の在り方について

資料１

〔上級ＪＣ研修で実施すべき内容〕

（１）モデルカリキュラム

○ 上級ＪＣ研修におけるモデルカリキュラム及び各科目の講師の要件について、前回までの議論を踏まえ、事務局案（資料１－２）を

参考に検討してはどうか。

○ 各研修機関におけるカリキュラム設定にあたっては、モデルカリキュラムの科目・内容及び研修時間の範囲内で、各科目の内容、形

態、時間の設定について、一定の裁量を認めることとする。ただし、時間は実習を除き28時間以上とする。

○ 各研修機関の実際のカリキュラムにおいて、演習、事例検討、ロールプレイ、スーパーバイズの指導等、実践的な手法を十分に採り

入れることとする。事例検討については、講師からの事例紹介だけでなく、受講者同士のディスカッションを中心とする。

（２）企業における実習

○ 上級ＪＣ研修受講者は、障害者を雇用する企業への一定の支援実績を有する者とするため、モデルカリキュラムにおける企業実習は

任意科目とする。

○ 企業実習を実施する場合、企業が抱える問題について、事前課題の設定、雇用現場での支援体験、事後の振り返りを行い、問題解決

に向けた一連の流れを経験できるようにするなど、各研修機関により実施目的を明確にした上で、実践的な内容を設定する。
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上級ＪＣの人材像やその業務を踏まえ、上級ＪＣ研修の受講要件、内容等についてどのように設定するかについて、
以下の観点から検討してはどうか。
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※前回のご意見を反映し、更新した箇所に下線

〔上級ＪＣ研修の実施主体〕

○ ＪＥＥＤのほか、ＪＣ育成にノウハウや実績がある厚生労働大臣指定のＪＣ養成研修機関のうち、実施体制等について一定の要件を満

たす機関を実施主体とするが、その場合の要件については、ＪＣ養成研修及び上級ＪＣ研修の双方の実効性を担保する観点から、①法人

であること、②実施体制の確保、③ＪＣ養成研修の実績（直近３年間の継続実施）とする。

〔実施方法の在り方〕

○ 研修の実施方法について、短期間にまとめて実施する「集中方式」か、各科目を一定期間内に受講する「分散方式」を採用するかどう

かについて、各方式のメリット・デメリットを踏まえ、各上級ＪＣ研修実施機関が選択できることする

○ 研修の実施手法について、実践的な演習が中心であるため、原則として対面実施とし、講義部分や研修機関が繰り返し学習が必要と考

える内容などについては、オンライン（ライブ、オンデマンド）実施も可能とする。なお、オンライン実施の場合は、受講の確認、研修

効果の確保の観点から、研修機関及び受講者双方に適切な受講環境の整備を行うことを必須とする。
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〔上級ＪＣ研修の受講要件〕

（１）「一定の実務経験」の考え方

○ 上級ＪＣ研修の受講要件である、養成研修修了後の一定の実務経験について、上級ＪＣの質と数を確保する観点から、①職場適応

援助者助成金の活用実績又は②障害者の一般就労にかかる支援に関する実績により判断することとするが、以下のとおり設定しては

どうか。

（２）具体的な受講要件の設定案

ア 養成研修を修了していること

イ 以下①・②のいずれかの実務経験を有していること

① 職場適応援助者助成金を活用した支援

② 障害者の一般就労にかかる支援

○ 「実務経験」の年数について、直近の３～５年程度に限定するなど、上級ＪＣ研修の受講要件として適当な年数をどのように考え

るか。

○ 「②障害者就労支援」には、障害者就業・生活支援センター、就労系障害福祉サービスにおける就労支援事業所、地方公共団体が

設置する支援機関、特例子会社、一般企業の人事部、ハローワーク、地域障害者職業センター等において、ＪＣ支援（広義・狭義）、

一般就労に関する支援、それらに関する管理的な業務など実施している期間を含めることとしてはどうか。

上級ＪＣは、助成金対象となる活動だけでなく雇用前
からの支援や他のＪＣへのスーパーバイズ等の幅広い支
援、障害者雇用経験のない企業への介入度の高い支援が
可能な人材を想定していることから、受講要件の指標と
して幅広い経験を勘案することが適当ではないか。
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